
 

 

 

 

第１１章  環 境 対 策 の 推 進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  環境マネジメントシステム ・・・・127 

 第２節  主な取組 ・・・・・・・・・・・・127 

   １  環境にやさしい施設の整備・物品の 

調達 ・・・・・・・・・・・・・・127 

２  環境取組の情報発信・・・・・・・・128 

３  ＴｏＫｏＰｏを活用した環境啓発・・128 

４  節電の取組・・・・・・・・・・・・128 

第
11
章



－ 127 －

第
11
章

 - 127 - 

 

 
第１節 環境マネジメントシステム 

 

交通局では、平成12年度から環境マネジメントシステ

ム（EMS：Environment Management System）を取り入れ

ている。 

環境方針に基づいて毎年度、環境目標を設定し（plan）、

目標の達成に努め（do）、その結果を検証して（check）、

次年度の目標に反映させる（action）ことで、環境に配

慮した事業運営を行っている。 

環境方針の基本理念の下、交通事業者としての社会的

役割を認識し、事業における環境への負荷を可能な限り

低減するなど、積極的に取り組んでいる。 

                      

【東京都交通局環境方針】 

基本理念 

東京都交通局は環境に配慮した事業運営を行い、

環境にやさしい公共交通の利用促進及び活性化を目

指します。 

都営交通は、東京の都市生活、都市活動を支える

基盤的都市施設として、東京の公共交通の重要な一

翼を担っています。交通事業者として、その重要性

を認識し、事業における環境への負荷を可能な限り

低減するなど、 積極的に行動します。 

また、地下鉄、バス、都電などは交通機関のなか

で環境にやさしいのりものであることから、東京都

の交通需要マネジメント（TDM）施策に協力し、公共

交通への誘導並びに交通ネットワーク整備・拡充に

よる公共交通の利用促進及び活性化を目指します。 

 

基本方針 

（１）環境関連の法規制等を遵守し、資源・エネル

ギーの適正管理を行い、環境の保全に努めます。 

（２）環境目的及び環境目標を設定し、その達成に

努めます。そして、実施状況を定期的に調査し、

見直すとともに継続的改善及び汚染の予防に努

めます。 

 （３）環境改善に主体的に行動できるよう、職員の

育成を図ります。  

（４）環境にやさしい公共交通の利用を呼びかけて

いきます。 

 

第２節  主な取組 

 

１ 環境にやさしい施設の整備・物品の調達 

地球温暖化対策として、局施設の整備に当たっては、

照明のＬＥＤ化や高効率なエスカレーター等を導入し、

省エネルギー化を図ることで、ＣＯ２排出量を削減する

など、環境に配慮した施設の整備を行っている。 

また、車両についても、電力回生システムの導入やエ

ネルギー効率の高いＶＶＶＦ制御装置を都営地下鉄、東

京さくらトラム（都電荒川線）及び日暮里・舎人ライナー

の全車両に導入している。 

 

 

【照明のＬＥＤ化・エスカレーターの改修・更新】 

 

令和元年度、東京都において策定された「都庁プラス

チック削減方針」や「グリーン購入ガイドライン」の改

定を受け、交通局では、物品調達におけるワンウェイプ

ラスチックの削減等を推進するため、「交通局プラス

チック削減方針（以下「方針」という。）」を令和元年

８月８日に策定し、環境に配慮した取組を進めている。 

局独自の取組として、この方針では、これまでノベル

ティの個別包装に使用していたプラスチック製の袋（Ｏ

ＰＰ袋）の原則使用禁止などを掲げている。 

なお、品質や衛生面といった観点から個別の包装が必
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要なノベルティを配布する場合は、紙袋による個包装で

代替するなどの工夫を行っている。 

 

【紙袋（左）によるノベルティの個包装の例】 

 

２ 環境取組の情報発信 

ポスターやホームページなどを通じて、交通局の環境

取組について、お客様へ情報を発信している。 

 

 
【ポスター】 

 

３ ＴｏＫｏＰｏを活用した環境啓発 

イベントに参加された方へのＴｏＫｏＰｏボーナス

ポイントの付与、環境月間における、東京都環境局と連

携したＴｏＫｏＰｏエコボーナスキャンペーンの実施

など、環境にやさしい都営交通の利用を促進している 

（令和２年度、令和３年度及び令和４年度は中止）。 

 

４ 節電の取組 

ロシア・ウクライナ情勢などによるエネルギー価格高

騰に加え、令和４年３月の地震の影響による火力発電所

の停止等により、電力供給体制は甚大な影響を受けた。

電力需給状況は依然として厳しく、交通局では、ＨＴＴ

＜Ｈ減らす Ｔ創る Ｔ蓄める＞の取組として、平常時

においては、駅構内、バス営業所等の一部照明の消灯等

に取り組んでいるほか、電力需給ひっ迫警報又は電力

ひっ迫注意報発令時には、お客様へのサービスを著しく

損なわない程度で、段階的に節電対応を強化することと

している。 

 
【令和５年度夏季の節電の取組】 
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